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議案第74号 

 

幕別町企業開発促進条例の一部を改正する条例 

 

 幕別町企業開発促進条例（昭和61年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 

第９条第２号中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律」に、「第20条」を「第25条」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成29年７月31日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の幕別町企業開発促進条例第９条第２号の規定は、平成29年７月31日以

降の申請に係る課税免除について適用し、同日前の申請に係る課税免除について

は、なお従前の例による。 

  


